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ミ
ャ
ン
マ
ー
に
お
け
る
邦
人
殺
害
に
対
す
る
政
府
の
対
応
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
三
五
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

二
〇
〇
八
年
二
月
十
三
日
付
の
新
聞
に
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
軍
事
政
権
の
迫
害
に
よ
り
昨
年
十
月
タ
イ
に
逃
れ
た
ミ
ャ
ン
マ
ー

人
僧
侶
ケ
ー
サ
ー
イ
ン
ザ
氏
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
右
記
事
に
よ
る
と
、
ケ
ー
サ
ー
イ
ン
ザ
氏
は
二

〇
〇
七
年
九
月
に
日
本
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
長
井
健
司
さ
ん
が
ミ
ャ
ン
マ
ー
軍
兵
士
に
射
殺
さ
れ
た
事
件
（
以
下
、
「
射

殺
事
件
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
、
「
約
一
メ
ー
ト
ル
の
至
近
距
離
か
ら
狙
い
撃
ち
さ
れ
た
」
と
、
「
射
殺
事
件
」
を
偶
発
的

事
故
だ
と
主
張
す
る
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
の
発
言
を
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る
証
言
（
以
下
、
「
証
言
」
と
い
う
。
）
を
し
て
い

る
が
、
政
府
は
「
証
言
」
の
内
容
を
把
握
し
て
い
る
か
。

二

ケ
ー
サ
ー
イ
ン
ザ
氏
は
「
射
殺
事
件
」
を
直
に
目
撃
し
た
人
物
で
あ
り
、
ま
た
タ
イ
に
身
を
寄
せ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ

れ
、
常
に
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
立
場
に
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
様
な
環
境
に
あ
る
人
物
が
「
射
殺
事
件
」
に
つ
い
て
証

言
を
行
う
の
は
初
め
て
で
あ
り
、
ケ
ー
サ
ー
イ
ン
ザ
氏
が
危
険
を
承
知
の
上
で
行
っ
た
「
証
言
」
は
極
め
て
信
憑
性
が
高

く
、
我
が
国
が
「
射
殺
事
件
」
に
つ
い
て
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
に
抗
議
し
、
申
し
入
れ
を
行
う
上
で
非
常
に
有
効
な
も
の
に
な

る
と
考
え
る
が
、
政
府
は
「
証
言
」
を
ど
の
様
に
活
か
す
考
え
で
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

一



三

こ
れ
ま
で
我
が
国
が
他
国
に
対
し
て
課
し
た
全
て
の
経
済
制
裁
に
つ
き
、
そ
の
対
象
国
、
発
動
年
月
日
、
発
動
理
由
及
び

制
裁
内
容
等
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

「
射
殺
事
件
」
は
「
証
言
」
に
あ
る
様
に
明
ら
か
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
軍
兵
士
に
よ
る
故
意
の
射
殺
で
あ
り
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
政

府
が
「
偶
発
的
事
故
」
と
主
張
す
る
の
は
全
く
誠
意
が
な
く
、
我
が
国
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え

る
。
政
府
が
「
射
殺
事
件
」
に
つ
い
て
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
に
対
し
て
累
次
に
わ
た
り
抗
議
、
申
し
入
れ
を
行
っ
て
き
て
い
る

の
は
承
知
し
て
い
る
が
、
事
件
発
生
か
ら
既
に
約
五
カ
月
が
経
過
し
た
今
も
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
か
ら
は
何
ら
事
件
の
真
相

究
明
に
つ
い
て
の
誠
意
あ
る
回
答
は
な
く
、
ま
た
、
長
井
さ
ん
が
所
持
し
て
い
た
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
の
返
却
も
実
現
し
て
い
な

い
。
「
前
回
答
弁
書
」
で
も
政
府
は
「
現
在
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
へ
の
申
入
れ
を
継
続
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
長
井
健
司
氏
死

亡
事
件
を
受
け
て
の
我
が
国
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
へ
の
対
応
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
政
府
に
よ
る
申
入
れ
を

踏
ま
え
た
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
の
対
応
を
見
極
め
た
上
で
、
慎
重
に
検
討
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。
」
と
、
こ
れ
ま
で
の

答
弁
書
同
様
、
あ
く
ま
で
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
の
出
方
を
見
た
上
で
対
応
を
考
え
る
旨
の
悠
長
な
見
解
を
示
し
て
い
る
が
、
事

件
発
生
か
ら
今
日
ま
で
実
質
的
回
答
を
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
ま
さ
に
政
府
が
右
の
政
府
答
弁
で
「
対
応
を
見
極
め

た
上
で
、
慎
重
に
検
討
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
」
と
す
る
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
の
対
応
で
あ
り
、
右
の
対
応
ぶ
り
を
見
る

二



時
、
我
が
国
が
経
済
制
裁
を
発
動
す
る
に
足
る
十
分
な
理
由
に
な
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

五

四
の
政
府
答
弁
に
あ
る
対
応
で
は
、
今
後
「
射
殺
事
件
」
の
真
相
究
明
は
実
現
せ
ず
、
結
局
「
射
殺
事
件
」
が
風
化
し
て

い
く
の
み
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


